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野塩ファイターズ 部則 

 

第一章 

第一条 名称 

清瀬少年野球の野塩ファイターズと称する。 

以下野塩ファイターズと称す。 

 

第二条 本部 

本部の事務局は代表宅に置く。 

＜所在地＞東京都清瀬市野塩一丁目１５０－７ 岩﨑方 

 

第三条 目的 

１ 本部は地域における少年野球活動の一環として、少年の資質の向上とともに、部員相互の友情と協力、健全な心身の

育成、体位向上を図り豊かな社会性を養うことを目的とする。 

２ その他、本部の目的を達成するために必要な事業。 

 

第二章 事業・目的 

第四条 事業・活動 

本部は前条の目的を達成するため次の事業活動を行う。 

１ 年間を通じ練習、練習試合を行う。 

２ 各種少年野球連盟、野球大会への参加。 

３ 強化合宿・コーチ会、後援会等で決められた行事。 

４ 本部導者及び後援会の充実、研修。 

５ スポーツにより、得たことを基に、積極的に地域活動に参加する。 

 

第三章 

第五条 部員 

本部は地域の子供を中心に、この規約に賛同し、正規に登録した少年により構成する。 

但し、この部員は小学６年生までとする。 

 

第六条 指導者（コーチ会） 

１ 本部の目的に賛同し正規の手続きをもって登録した成人をもって組織する。（以下コーチ会）と称す。 

２ コーチ会は本部の目的達成のため指導、運営を行う。 

 

 

第七条 後援会 

本部は、部員の全保護者、又は地域の協力を得て野塩ファイーターズの後援会を置く。 

後援会は、本部の目的達成のため協力する。 
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第八条 登録 

本部員は及び、コーチ会会員の登録手続きは、次の事項とする。 

１ 部員は、所定の申込用紙により、コーチ会へ提出手続きをする。 

２ コーチ会会員は、コーチ会会議により会員全員の承認を得て資格を取得する。 

 

第四章  役員 

第九条 役員 

本部は次の役員を定める。 

イ、代表 ロ、監督 ハ、助監督 ニ、ヘッドコーチ ホ、コーチ ヘ、審判部長 ト、会計 チ、マネージャー 

 

第十条 選出 

前条役員のうち、イ～ヘはコーチ会において選出決定する。 

ト、チは後援会にて選出する。 

 

第十一条 任期 

任期は一ヵ年とし、年度末総会までにコーチ会会議、後援会会議により改選する。 

但し、再任及び兼任を妨げない。 

 

第十二条 承認と決定 

前条の役員は、年度末の総会において承認し決定する。 

 

第五章  部費・会計 

第十三条 会計 

会計は、コーチ会と後援会が決めた会計が管理、運用する。 

 

第十四条 部費 

１ 部費は各部員１人１ヶ月２，５００円とする。 

但し、兄弟・姉妹が同時期に在籍の場合は最年長の部員以外の兄弟・姉妹は何人でも１人あたり１ヶ月１，２５０

円とする。 

２ スポーツ保険加入費 

但し大人は任意とし、加入の場合実費とする。 

３ 各種団体の補助金 

 

第十五条 服装（ユニホーム）・用具 

１ ユニホームは統一されたものとするも上着は部費で用意する。 

２ ユニホームのズボン・バット・グローブ・ヘルメット等は各自個人負担とする。 
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第十六条 保険 

本部に関係し事業、活動に直接携わる者は、スポーツ安全協会傷害保険に必ず加入する。 

 

１ 保険加入の費用は、部員は年度一回または入会時に部費と一緒に納入する。 

２ コーチ、後援会役員も保険費を年一回納入する。 

但し、大人の場合は任意とし実費とする。 

 

第十七条 事故・補償 

本部の事業活動に伴い指導者及びそれに関連するものは、事故の無いよう細心の注意と行動を心がけ指導を行うが、不幸

にして不測の事故ある時はそれぞれ責任を問わず、一切をスポーツ安全協会傷害保険をもって、それに替えるものとす

る。 

 

第六章  運営 

第十八条 運営 

１ 本部の運営は、コーチ役員により年間計画その他の立案をし、後援会の了承の基にコーチ会において協議決定する。 

２ コーチ会会議は代表が召集し適時開催する。 

３ コーチ会会議は監督、コーチ、後援会から一人でもコーチ会会議開催の要請があれば代表は直ちに召集しなければな

らない。 

４ 総会は代表が召集しコーチ会会員及び後援会役員により、年度一回年末に開催され、コーチ会役員の選出、後援会役

員の選出、年次計画、事業、予算、決算、その他を協議決定する。 

 

第十九条 部則の改廃 

本部の部則の改廃は総会において行うものとする。 

 

附則  

   この部則は昭和三十八年四月一日から効力を発する。 

 

   野塩ファイーターズ顧問  永井 政司 

   野塩ファイーターズ代表  岩﨑 英明 

   野塩ファイーターズ監督  武田 周一郎 

   野塩ファイーターズ会計  久保田 友子 

 

改定履歴 

２０１７年１２月 第十四条 部費を改訂（兄弟割の明記、合宿費の記載削除） 

２０１９年１２月 附則   顧問を岩田国克から永井政司に変更 

              代表を永井政司から岩﨑三郎に変更 

              会計の記載を追加 

２０２２年１月  附則   代表を岩﨑三郎から岩﨑英明に変更 

              監督を坂元太一から武田周一郎に変更 

              会計を岩﨑正代から佐々木冴子に変更 

２０２３年１月  附則   会計を佐々木冴子から久保田友子に変更 
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